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この広報紙は、共同募金の配分を受けて作成したものです。
愛ちゃん 希望くん

Ⓒ中央共同募金会

　骨髄移植をした患者さんは、手術後に血液型が
定まらない時期があります。その間は、AB型の血小
板を輸血するそうです。AB型以外の血液型を輸血
した場合、血液が固まってしまいますが、AB型の血
小板は、どんな血液
型にも対応できるの
です。AB型は日本
の人口の約10パー
セントとも言われま
す。だからこそ、非常
に重宝され、とても
重要な役割を担っ
ています。

久留米市献血推進協議会（市社会福祉協議会内）
TEL0942・34・3035　FAX0942・34・3090
E-mail／k-syakyo@heartful-volunteer.net

問合わせ

※10月1日～12月31日までの予定を掲載しています。
※掲載している日程は変更となる場合があります。詳しくは市社会福祉協議会ホームページ等をご確認ください。

10月～12月校区別献血日程予定表

10

11

12

校区・地域 日 程 場 　 所 受付時間月

大城ますかげセンター

金島ふれあい交流センター

弓削コスモス館

コミュニティセンター高良内会館

小森野校区コミュニティセンター

コスモすまいる北野

津福校区コミュニティセンター

大善寺校区コミュニティセンター

日吉校区コミュニティセンター

宮ノ陣校区コミュニティセンター

御井校区コミュニティセンター

コミュニティセンター上津校区会館

三潴保健センター

東国分校区コミュニティセンター

金丸校区コミュニティセンター

南校区コミュニティセンター

西国分校区コミュニティセンター

荒木校区コミュニティセンター

安武校区コミュニティセンター

荘島校区コミュニティセンター

山本校区コミュニティセンター

篠山コミュニティセンター

大城

金島

弓削

高良内

小森野

北野

津福

大善寺

日吉

宮ノ陣

御井

上津

三潴地域

東国分

金丸

南

西国分

荒木

安武

荘島

山本

篠山

1日（金）

1日（金）

1日（金）

7日（木）

7日（木）

8日（金）

13日（水）

14日（木）

14日（木）

14日（木）

15日（金）

16日（土）

20日（水）

20日（水）

22日（金）

28日（木）

28日（木）

2日（火）

4日（木）

10日（水）

25日（木）
16日（木）
17日（金）

10：00～12：00

14：00～16：00

10：00～12：00

  9：00～12：00

14：00～16：00
10：00～12：00
13：00～15：30
  9：30～12：00
10：00～12：30
13：30～15：00
10：00～12：00
13：00～15：30
10：00～12：30
13：30～16：00
10：00～12：30
13：30～15：00
10：00～12：30
13：30～15：00
10：00～12：00
13：00～15：30
10：00～12：00
13：00～15：00
10：00～16：00
10：00～13：00
14：00～15：30
10：00～15：30
  9：30～12：00
13：00～15：00
10：00～12：00
10：00～12：30
13：30～15：00
  9：30～12：00
  9：30～11：30
12：30～16：00

AB型の
血液の秘密
AB型の
けんけつちゃんコラムけんけつちゃんコラム

○26久留米市成年後見センター便り
後見業務をされている成年後見人等(親族など)の皆様からのご相談をお受けします

問合わせ相談時間 月曜～金曜／8時30分～17時15分
（土・日・祝日・年末年始はお休みです。）
相談は無料です。

市成年後見センター（市社会福祉協議会内）
TEL0942・30・2732　FAX0942・34・3090

成年後見人等に選任された
方からの、後見業務などの
ご相談をお受けします。

広報・啓発
成年後見制度に関する情報
発信を行い、講演会などを
開催します。また、研修会に
講師を派遣します。

相談事業
成年後見制度を必要とする
人やその家族、関係機関か
らのご相談をお受けします。

申立支援
成年後見制度の申立て手続
きに関するご相談や書類作成
について助言などを行います。

　ご相談の内容によっては、適切な機関につなぐ場合があります。
なお、法的な課題を有する場合には、法律の専門職相談を利用
できます（※センター職員面談後、要予約）。また、親族後見人等
からの定期報告などの書類の書き方についてのご相談もお受け
します。

久留米市成年後見センターでは、このような支援を行っています。お気軽にご相談ください。

NEW 成年後見人等の支援
令和3年10月から開始


